
直接還元法適用時

付記事項・税務との整合性

経緯を記録

保管資料

テナント募集費用等

公租公課

損害保険料

その他費用

資料の正確性の向上に配慮

AMフィー・償却前後・NOI

空室等損失

貸倒れ損失

維持管理費

水道光熱費

修繕費

PMフィー

資本的支出

純収益

資料を入手・定義に該当

留意事項

様式について

貸室賃料収入

共益費収入

水道光熱費収入

駐車場収入

その他収入

項目

前文

運営収益

運営費用

運営純収益

一時金の運用益

第５節 DCF法の適用等

明確化 前文

収益費用項目の統一

報告書記載事項（3）

報告書に決定した理由を記載

さらなる精緻化

必要に応じて項目・内容の追加

作成者からの説明を受ける

作成者の名称

前文

報告書記載事項

基本的属性（2）

入手経緯・対応方針（4）

個別的要因の調査（8）

鑑定士の判断

ERなし・不十分な場合の対応

ERなし・不十分な場合の例示

留意事項

鑑定士が主体的に責任を持つ

他の専門家の意見も踏まえ検証

必要に応じて調査が必要

報告書記載事項（3）

留意事項

第４節 個別的要因の調査等 調査の意義

実地調査 報告書記載事項（5）

報告書に根拠を記載

複数鑑定士と共同の場合

各段階ごとの確認・記録

証券化関係者との関係 前文

確認事項の記録 前文

記録事項（5）

留意事項

第２節 未竣工建物等の要件

第３節 処理計画の策定

責務

金融商品取引法

報告書記載事項

留意事項（再評価の場合）

努力規定

社会的意義

説明責任

複数の鑑定士と共同する場合

留意事項

研鑽に努める

前文

流動化法

特定共同事業法

確認事項 前文

確認事項（6）

留意事項

留意事項（再評価の場合）

ERの取扱いと調査

鑑定評価に活用

第3章 証券化対象不動産

第１節 基本的姿勢 範囲


